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北広島市芸術文化ホールのありかたについて 

 

 

１）勉強会の趣旨                    

 

□ 芸術文化ホールは平成１０年１０月１日の開設以来２６年が経過 

□ 今日にいたるまで本市の状況は変化（人口減少、少子高齢化、ＢＰ開設など） 

□ 課題①：施設の老朽化が進み、大規模改修の必要性が高い 

□ 課題②：自主事業の企画・運営についても、文化課職員の定期的な異動による

ノウハウ継承の困難や、任意団体である芸術文化ホール運営委員会の限界など

の課題を抱えており、今後を見据えた体制整備について検討が必要 

□ 北広島市公共施設等個別施設計画において、芸術文化ホールは「当面、現施設

を維持する」こととされており、施設の存続を前提とした検討が必要 

□ 本市における芸術文化振興の拠点施設としての芸術文化ホールの「持続的か

つ効果的」な体制整備について、ソフト及びハード両側面からご意見をいただき

たい 

 

２）課題の解決に向けて                 

 

□ 課題の整理、方向性の検討 ⇒ 芸術文化振興審議会の意見反映 

□ 市役所内部における共有、合意形成 

□ 方向性の決定、課題解決に向けた取り組み 

 

３）今後のスケジュール（予定）             

 

□ 令和７年 2月 5日  勉強会①（自主事業の企画・運営編） 

□ 令和７年３月中～下旬 勉強会②（施設編） 

□ 令和７年７月  諮問、審議① 

□ 令和７年９月  文化賞受賞者選定 

□ 令和７年１０月  審議② 

□ 令和７年１２月  審議③ 

□ 令和８年３月  答申  
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資料① 全国の動向 

文化庁委託事業 劇場・音楽堂等基盤整備事業 

「令和５年度 劇場・音楽堂等の活動状況に関する調査報告書」より抜粋 

 

□ 調査実施：（公社）全国公立文化施設協会 

□ 調査対象：国、地方公共団体が設置する劇場・音楽堂等を対象 

□ 有効回答：国公立施設 2,134 施設に調査票を送付し、1,240 施設から有効回答 

（有効回答率 58.1％） 

 

１） 指定管理者制度導入状況及び文化芸術系主催事業実施回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 7 年 2 月 5 日（水）第 2 回北広島市芸術文化振興審議会 

3 
 

２） 都道府県別管理運営形態                  
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３） 専門的人材の確保における課題（複数回答）         
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資料② 芸術文化振興体系における位置づけ 

 

 本市における芸術文化の振興については、「文化芸術基本法」に基づき策定され

た「北広島市芸術文化振興プラン（第２次）」を指針とすることとしています。 

 

□ 「文化芸術基本法」 

・平成２９年に「文化芸術振興基本法」から改正 

・政府に対して「文化芸術推進基本計画」の義務付け 

・地方公共団体に対して文化芸術の推進に関する計画を定めるよう求める 

 

□ 「北広島市芸術文化振興プラン（第２次）」 

・令和３年に本市における１０年間の芸術文化の振興指針として策定 

・北広島市総合計画（第６次）及び北広島市教育振興基本計画（2021-2030）を

上位計画とする 

 

芸術文化振興プラン（第２次）と上位計画との関係図 
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 芸術文化ホールにおける自主事業の企画・運営に当たっては、「北広島市芸術文

化振興プラン（第２次）」を指針としています。 

 以下に、本プランの「基本的方向」を抜粋して掲載しています。 

 

「北広島市芸術文化振興プラン（第２次）（抜粋）」 

 

１ 基本的方向  

・市民の芸術文化活動を振興し、地域文化の創造及び発展を図ります。 

・本市の魅力が生かされる芸術文化活動の展開により、市民が心の豊かさや生き

がいを感じることができるよう文化の香り高いまちづくりを推進します。 

・芸術文化の創造を担う人材の育成と鑑賞機会の充実に努めるとともに、市民の

交流の場を広げる芸術文化活動の振興を図ります。 

・芸術文化ホールの施設機能の維持向上のため、計画的な保守点検、整備に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 


